
�愛媛県告示第１１１８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２０号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２１年７月２１日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

○ 道路の区域変更（県道八倉松前線）……………………………………７９５

○ 道路の区域変更（県道砥部伊予松山線）………………………………７９６

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………７９６

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………７９６

○ 道路の供用開始（県道宇和島下波津島線）……………………………７９６

○ 道路の供用開始（県道八幡浜宇和線）…………………………………７９７

公 告

○ 砂利採取業務主任者試験の実施…………………………………………７９７

告 示

� 目 次 �
告 示

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………７９２

○ 指定障害福祉サービス事業を行う事業者の所在地の変更……………７９２

○ 愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の一部改正………………………７９２

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定……………………………………………７９４

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………………７９５

○ 道路の区域変更（県道新居浜港線）……………………………………７９５

○ 道路の区域変更（県道伊予川内線）……………………………………７９５

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１３１５ 特定非営利活動法人さ
なえ

松山市一番町一丁目１４
番地７ 小 川 純 人 就労移行支援 さなえワークス南久米 松山市南久米町２２６－

１
平成２１年
８月１日

３８１０１０１４５５
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

松山市山西町９９７－１ 夏 井 幹 夫 居宅介護 済生会介護支援センタ
ー姫原

松山市姫原一丁目１６５６
番地

平成２１年
８月１日

３８１０１０１４５５
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

松山市山西町９９７－１ 夏 井 幹 夫 重度訪問介護 済生会介護支援センタ
ー姫原

松山市姫原一丁目１６５６
番地

平成２１年
８月１日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１００８８７ 有限会社ほくと 松山市堀江町５６７
番地１ 田 中 孝 二 居宅介護 居宅介護支援サー

ビスすずらん
松山市久万ノ台８９
９番地

松山市堀江町５６７
番地１

平成２１年
７月７日

３８１０１００８８７ 有限会社ほくと 松山市堀江町５６７
番地１ 田 中 孝 二 重度訪問介護 居宅介護支援サー

ビスすずらん
松山市久万ノ台８９
９番地

松山市堀江町５６７
番地１

平成２１年
７月７日

毎週（火・金）曜日発行 第２０９７号 平成２１年９月４日

平成２１年９月４日金曜日 第２０９７号
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改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１ 省略 １ 省略

２ 総トン数２０トン以

上の漁船の建造、取

得又は改造後の漁船

の総トン数が２０トン

以上である場合にお

年１分１

厘５毛

年９

厘５

毛

年１

分１

厘５

毛

年１

分１

厘５

毛

年９

厘５

毛

２ 総トン数２０トン以

上の漁船の建造、取

得又は改造後の漁船

の総トン数が２０トン

以上である場合にお

年１分１

厘

年９

厘

年１

分１

厘

年１

分１

厘

年９

厘

愛 媛 県 報平成２１年９月４日 第２０９７号

７９３



�������
�愛媛県告示第１１２１号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

永久

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１４号までを順次

結んだ線及び標柱１４号と標柱１号を町道永久線北側官民境界線で結

んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

上浮穴郡 二名 甲２３３ １号

久万高原 乙４７９番６ ２号

町 乙４８０番２ ３号

乙４７８番３ ４号

甲２１８番１ ５号

甲２１９番 ６号

乙４７８番１ ７号

乙４７４番 ８号

甲２１１番 ９号

甲２０９番 １０号

乙４７１番 １１号

乙４６７番 １２号

乙４７２番 １３号

甲１７０番１ １４号

本谷Ｃ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１９号までを順次

結んだ線及び標柱１９号と標柱１号を一般県道大洲保内線北側官民境

界線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 地 番 標 柱

大洲市 平野町平地 ５１５８番 １号

５１４５番１ ２号

乙８４８番 ３号

５１４６番 ４号

乙８５４番２ ５号

乙９３１番４ ６号

乙９４４番１ ７号

乙９４６番１ ８号

乙９４９番１ ９号

乙９４６番１ １０号

５００４番１ １１号

５００７番 １２号

５０２４番２ １３号

５１０７番 １４号

５１１４番 １５号

５１１４番 １６号

５１１５番１ １７号

５１１５番２ １８号

５１４１番 １９号

ワキ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号までを順次

結んだ線、標柱１０号と標柱１１号を町道湊浦伊方越線南側官民境界線

で結んだ線、標柱１１号と標柱１３号を法定外水路西側官民境界線で結

んだ線、標柱１３号と標柱１４号を里道南側官民境界線で結んだ線、標

柱１４号から標柱１７号までを順次結んだ線及び標柱１７号と標柱１号を

町道湊浦伊方越線北側官民境界線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

西宇和郡 湊浦 梶谷 １４２０番１地先 １号

伊方町 １４３９番 ２号

１３９９番１ ３号

１３９９番１ ４号

１４５６番２地先 ５号

１４５１番地先 ６号

１４５１番 ７号

９３６番１ ８号

９３６番１ ９号

小中浦 片神 甲３９８番 １０号

甲３９３番１ １１号

甲３８７番地先 １２号

湊浦 片野 ９０９番２地先 １３号

片神 ８９８番１地先 １４号

梶谷 ９３９番 １５号

９３８番 １６号

１４２８番地先 １７号

田之浦Ａ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１０号までを順次

結んだ線、標柱１０号と標柱１１号を町道亀ヶ池線南側官民境界線で結

んだ線、標柱１１号と標柱１２号を結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を

結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

西宇和郡 二見 田ノ浦 甲２８０９番１ １号

伊方町 甲２８０７番１地先 ２号

甲２８０６番１ ３号

池ノ向 甲２７８７番 ４号

甲２７８７番 ５号

甲２７８７番地先 ６号

けるその漁船の改造

に必要な資金

けるその漁船の改造

に必要な資金

３～８ 省略 ３～８ 省略

愛 媛 県 報 第２０９７号平成２１年９月４日

７９４



甲２７９３番１ ７号

甲２７９７番４ ８号

甲２７９７番１ ９号

甲２７９７番１ １０号

田ノ浦 甲１２５７番１ １１号

甲１２５７番２ １２号

丸穂Ｄ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１１号までを順次

結んだ線及び標柱１１号と標柱１号を市道大宮町１号線山側官民境界

線で結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 丸穂町１丁目 甲３１１番５ １号

甲２８６番１ ２号

甲２８５番１地先 ３号

丸穂 新田 甲３１７番１ ４号

丸穂町１丁目 甲３１４番１地先 ５号

丸穂 駄場 甲４３２番１ ６号

駄場 甲４３１番１ ７号

サコ 甲４４０ ８号

サコ 甲４５８番４ ９号

丸穂町１丁目 甲４５６番７ １０号

甲４５６番７ １１号

�������
�愛媛県告示第１１２２号
新居浜市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備事業・

柳谷上地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（ため池等整備事業・柳谷上地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２１年９月７日から１０月７日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�愛媛県告示第１１２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜港線
新居浜市政枝町二丁目３８６番５から

同本郷一丁目８６４番５地先まで

旧 ６．７～１０．９ ０．７９４

新 ６．７～１０．９
２０．０～２８．５

０．７９４
０．５２１

〃 〃
新居浜市滝の宮町乙５４番６から

同滝の宮町乙１８番７まで

旧 ８．０～３４．２ ０．１１１

新 ２０．０～３４．２ ０．１１１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予川内線
伊予市上三谷甲８４６番２から

同市上三谷甲８０１番６まで

旧 １５．５～２０．５ ０．１８３

新 １５．５～３３．０ ０．１８３
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�愛媛県告示第１１２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年９月４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１１２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年９月４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第１１２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大洲市土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があった。

平成２１年９月４日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

退 任

�愛媛県告示第１１３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八倉松前線
伊予郡松前町大字鶴吉６５９番１地先から

同大字６５７番１地先まで

旧 ９．５～１２．５ ０．１５５

新 ９．５～２６．５ ０．１５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
伊予市下三谷７６２番６から

伊予郡松前町大字永田９６番１地先まで

旧 ４．３～４０．０ １．５８０

新 ８．８～３５．０
４．３～４０．０

２．９４９
１．５８０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第２６号

平成２１年８月２５日
伊予市上三谷字遊塚甲２７６７番５、甲２７６７番８及び甲２７６７番９

伊予市宮下１３２５番地１

ビーライン宮下１０１

田 中 毅

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第２７号

平成２１年８月２５日
伊予市上吾川字六反甲１９８６番１

伊予郡松前町西高柳１１１番地１

増 見 美 枝 子

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 森 隆 雄 大洲市徳森２５９９番地の２
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�愛媛県告示第１１３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に基づき、

平成２１年度砂利採取業務主任者試験を次のとおり実施する。

平成２１年９月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成２１年１１月１３日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成２１年１０月１３日（火）から同月２２日（木）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局建設

部若しくは土木事務所

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字外ヶ浦甲７５４番４から

同町北灘字外ヶ浦甲７５３番１５まで
平成２１年９月４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜宇和線
八幡浜市五反田２番耕地３２番４から

同市五反田２番耕地６７番１３まで
平成２１年９月４日

公 告
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